
障 サ 第 81 号
平成27年６月16日

各市町村障害福祉主管課長　様

神奈川県保健福祉局福祉部　
障害サービス課長　
（公印省略）　

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病の全部改正告示について(通知)

日ごろより障害保健福祉施策の推進に御協力いただき厚くお礼申し上げます。
さて、この度、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病の全部を改正する件」（平成27年厚生労働省告示第292号）が告示され、平成27年７月１日から施行されることを受け、同年６月10日付けで厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長から別添１のとおり標記通知が発出されました。
また、併せて、同日付けで、別添２のとおり、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長から周知依頼が、別添３のとおり、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課人材養成・障害認定係から周知用リーフレットの送付がありました。
つきましては、これらの通知に御留意いただき、事務に遺漏のないようお取り計らいいただくとともに、関係者等に御周知くださいますようよろしくお願いいたします。


問い合わせ先　　　　　　
事業支援グループ　岡崎
電話　045-210-4717　　

